
“ふるさとを愛し、夢に向かって たくましく生きる子ども”     

令和４年度に向けて②
前号で紹介した来年度に向けての計画ですが、今回は具体的な方策について今年度をふり返りなが

ら来年度の方向性についてお伝えいたします。

＊授業を大切にし、それぞれの授業と道徳や学級活動、学校行事をはじめとする様々な学習

活動との関連を重視することで、学びに向かう意欲を高め、効果的に学習をすすめる。

  子どもたちが、限られた時間の中でより効果的に学びを進めることができるように、各学年でカ

リキュラムを工夫しています。本校は各学年１学級で横の情報交換をする機会が少ないため、次の

学年にしっかりと伝達していき、より効果的なカリキュラムの構築に取り組みます。

＊広野地区・酒田市内を中心に広く地域の人材を活用し、多面的多角的に子どもたちの学習

場面をつくる。

  今年度も多くの地域の先生にお世話になりました。それぞ

れの先生に専門的なことを教えていただくだけでなく、地元

で生きることの意義についても学ばせていただくことが多く

ありました。教職員だけでは作り出せない学習活動を地域の

先生のご協力によって作り出すことができており、大変あり

がたく思っております。地域に開かれた学校として今後も継

続していきます。

＊地域調べや地域行事への参加などを通して、地域に対する理解を深めるとともに地域を愛

する気持ちと地域について外に発信していく力をさらに深める。

  体験的な学習を通じて、地域の伝統や産業、文化について学習することができました。この点で

も地域の先生の存在は欠かせないものになっています。５年生では稲作について学習し、ポプラ発

表会を機にパンフレットを制作、配布いたしました。ＩＣＴの活用なども含め、今後も積極的に発

信していきたいと考えています。

＊異学年が交流する機会をたくさん設定することで、視野を広げて社会性を高めるとともに、

他者を認め、多様性を尊重する気持ちを育成する。

新型コロナ対応で実施できない時期もありましたが、少人

数であることのメリットを生かした本校の特色です。低学年

の子どもにとっては先輩の活動が大いに目標となりましたし、

高学年の子どもたちにとっては下の学年の子どもたちの立場

に立ってわかりやすく教えることが、心を育むとてもよい学

習になっています。今後も一人一人の子どもが活躍できる活

動を継続していきます。
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＊持続可能な社会の創り手を育成するために、ＳＤＧｓを意識した授業や学習活動を行い、

社会と協力しながら世界に目を向ける姿勢を育てる。

昨年度よりＳＤＧｓを学習活動の中に取り入れておりますが、ＳＤＧｓを学ぶのではなくＳＤＧ

ｓの理念を手段として用いながら学習活動を進めています。今年度は「防災と都市づくり」「難民」

「経済格差」などを中心に、リモートではありましたが講師の先生にお話を聞く機会があり、世界

に向けて関心を深めました。外国語も参観に来られた先生に子どもたちの前向きな取り組みが大い

に評価されています。今後も世界的な視野を持って地域で活動する子どもを育てていきます。

＊一人１台のタブレットなどＩＣＴを活用し、現代社会に対応する力を養うとともに、子ど

もたちの新たな可能性を見出していく。

４月より一人１台のタブレット端末が貸与されました。今

ではどの学年の子どもも使いこなす域に到達しており、リモ

ートでの授業も行っております。無限の可能性を感じますが、

これからは子どもたちの方から新しい活用法の提案が出てく

ることを期待しているところです。

新型コロナウイルス感染拡大防止に向けて

県内は２０日までまん延防止等重点措置が適用されております。本校でも１月２８日付で「新型コ

ロナウイルス感染症に係る対応についての再確認」のお知らせを発出しておりますが、保護者の皆様

におかれましては趣旨をご理解の上ご協力いただきまして大変ありがたく存じます。学校は多数の家

庭から子どもや職員が集まるので、感染が発生するとそのハブ的な役割を担ってしまう恐れがありま

す。そのため可能な範囲内での最大限の措置を行う上でのお願いとなっております。要点を再度下記

に掲載いたしますので、どうぞ再確認ください。本校のホームページにも掲載しております。

1. 本校児童及び同居している家族の感染が確認された場合やＰＣＲ検査の対象者となった場合は、速

やかに学校に連絡いただきますようお願い致します。

 平日の日中は、学校にご連絡ください。 〔広野小学校 ；0234-92-3003〕

 土日休日及び平日の夜間は、プリントに記載している教頭もしくは校長の携帯電話にご連

絡ください。（携帯電話の番号は１月２８日付お知らせに記載しています）

2. 本校児童及び同居している家族が体調不良の場合は登校を控え、医療機関を受診ください。

 毎朝の児童の検温や体調については、必ず保護者が把握してください。

※ 健康観察シートへの記入も保護者が行ってください。

 児童が体調不良で、学校を欠席する場合は、必ず医療機関を受診ください。

 医療機関受診後、速やかに診察の結果について、学校にご連絡ください。

3. 感染者が確認された場合は、感染者を特定しようとしたり、根拠のないうわさ話を広めたり嫌がら

せをしたりしないように、ご家庭でも冷静な声がけをお願い致します。

 学校においても指導を徹底しておりますので、御家庭でも共通の対応をお願い致します。

4. 「不織布マスク」の着用をできる限りお願い致します。

登校してから具合が悪くなり保健室に来室する子どもに聞き取りを行うと、朝から症状があったも

のの「この位は大丈夫」と自分で判断するケースもあります。検温と健康観察につきましては、保護

者の皆様が確認を行い、無理をさせないようにご指導ください。今は徹底しなければなりません。こ

のお願いは、国、県、市からの指導に沿ったものです。また、もし感染したとしてもそれはお互い様

であり、悪いのは病気であって、感染した人ではないとも指導しています。共通理解をお願いします。


